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新規事業立ち上げについて

ひたち生き生き百年塾推進本部

新規事業の提案前の段階で、事前調査、研究をしようとしたとき、折角、良い案件にもかかわらず、その進め方で誤解を生み混乱が生じることがあってはならないため以下について注意を願います。
(1)新規事業を企画会議に提案する前の段階での趣意書は、企画会議で使用し
ている規定様式の「事業計画書」を使わないこと。　表題は「新事業提案書」と
する。
内部の項目などは「事業計画書」と同じでもかまわない。

(2)上記の新規事業を他の組織・団体などと協働で行うときは事前に副本部長・部
会長会議で伝えること。　また、趣意書をその時使用する場合は同時に副本部
長・部会長会議に提示すること。

(3)外部に出す趣意書などの予算欄は空欄にすること。　「協賛金」、「預託金」な
ど誤解を生むおそれのある言葉は使わないこと。

(4)プロジェクト・その他で外部の人と一緒に事業を展開するときは資料として「事
業計画書」を配布しないこと。


以上
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（注記）本書は平成20年度本部総会資料より転載。
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